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（財務省） 

事 項 名 20年度減量・効率化の取組内容 

本省内部部局等におけるアウトソ

ーシング等による効率化 

財務省行政効率化推進計画を踏まえ、庁舎管理業務（警備、清掃業務）について、技術労務職員の退職に伴う補充は

原則として行わないなど、引き続き外部委託を推進する。 

 

【財務局】  

国有財産管理関係の業務見直し等 ① 国有財産管理関係1,777人（17年度末定員）について、次のとおり、平成18～19年度に61人、20年度に35人合理化

することを含め、22年度末までに定員を181人以上合理化する。 

－ 行政財産関係について、ＩＴの活用等により18～19年度に16人、20年度に８人合理化することを含め、22年度末

までに76人合理化 

－ 普通財産関係について、ＩＴの活用等及び民間委託により18～19年度に40人、20年度に23人合理化することを含

め、22年度末までに81人合理化 

－ 公務員宿舎関係について、ＩＴの活用等及び民間委託により18～19年度に５人、20年度に４人合理化することを

含め、22年度末までに24人合理化 

② 18年度から22年度までは、新規増員要求を行わない。 

③ 以上のほか、定型的業務の民間委託に限らず、高度利用等のノウハウを有する民間部門などの知見を活用するため

の工夫を行う。 

 

国有財産管理関係の見直しに伴う

機構面の整理合理化 

 事務事業の見直し、定員の合理化に併せて、機構面における整理合理化を実施し、平成20年度に上席国有財産鑑定官

等を削減することにより、27の機構を削減する。 

21年度以降も引き続き、組織等の減量・効率化を図る。 

 

財務局における内部管理業務の効

率化・合理化 

人事・給与等の定型的内部管理業務に関するシステムの 適化に先駆け、支払業務の「センター支出官による集中

型」への切替え等により、財務事務所から財務局への業務移管を推進するなど、内部管理業務の見直しにより、平成20

年度に定員を10人合理化する。 

21年度以降も引き続き業務実施体制の効率化・合理化を図る。 

 

その他財務局における業務の効率

化・合理化（☆） 

以上の取組に加え、証券総合システムの一層の活用、金融検査評定制度を活用したメリハリのある効率的な検査の実

施、財政融資資金事務処理体制の見直し及びその他業務の効率化・合理化の推進を図ることにより、平成18～19年度に

209人、20年度に109人合理化することを含め、22年度末までに定員を450人以上合理化する。 
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【税関】  

税関関係手続のオンライン利用促

進による業務の効率化・合理化 

 税関関係手続のオンライン申請に関しては、平成20年度以降も引き続き、平成17年度末に策定した「オンライン利用

促進のための行動計画」により、オンライン利用率の向上を図りつつ、業務の効率化・合理化を推進する。 

 

税関における内部管理業務の効率

化・合理化 

人事・給与等の定型的内部管理業務に関するシステムの 適化に先駆け、内部管理業務の見直しにより、20年度に定

員を19人合理化する。 

21年度以降も引き続き、内部管理業務の更なる効率化・合理化を推進する。 

 

税関における業務処理体制の見直

しによる合理化 

平成20年度に７出張所を廃止するほか、システム管理等の業務処理体制の見直しにより、定員を33人合理化する。 

21年度以降も引き続き業務処理体制の効率化・合理化を推進する。 

 

その他税関における業務の効率

化・合理化（☆） 

以上の取組に加え、通関情報処理システム（ＮＡＣＣＳ）や税関手続申請システム（ＣｕＰＥＳ）などの活用及びそ

の他業務の効率化・合理化の推進を図ることにより、平成18～19年度に328人、20年度に164人合理化することを含め、

22年度末までに定員を656人以上合理化する。 

21年度以降、引き続きＮＡＣＣＳやＣｕＰＥＳなどの活用を図るほか、ＡＥＯ（Authorized Economic Operators）

制度（民間企業と税関のパートナーシップを通じて、国際貿易における安全確保と円滑化の両立を図る制度）の推進を

含めた業務処理体制の見直し及びその他業務の効率化・合理化の推進等を図る。 

 

【国税局】  

国税関係手続のオンライン利用促

進による業務の効率化・合理化 

平成17年度末に策定した「オンライン利用促進のための行動計画」に基づき、ＩＴ活用等による納税者利便の向上の

観点から、国税電子申告・納税システム（e-Tax）の普及を図ることとし、その普及割合に歩調を合わせた一層の事務

の電子化を行うことにより、申告書処理体制の更なる効率化を図る。 

20年度においては、国税関係手続のオンライン利用率８％を目指しているところ、国税申告手続に関する事務のうち

所得税申告書等の収受に伴う事務や、それらの入力、データ補正に必要な事務について定員を102人合理化する。 

 

国税局における内部管理業務の効

率化・合理化 

人事・給与等の定型的内部管理業務に関するシステムの 適化に先駆け、現行システム下において業務の集約化、ア

ウトソーシング化を引き続き実施するなど、内部管理業務の更なる見直しにより、平成20年度に定員を135人合理化す

る。 

21年度以降も引き続き業務実施体制の効率化・合理化を図る。 

 

国税関係業務・システムの 適化

等による業務の効率化・合理化 

「国税関係業務の業務・システム 適化計画」に基づき、税務相談の電話相談センターへの集中化や、税務署におい

て賦課事務と徴収事務の各々の部門で所掌している内部事務の一元化等の施策を引き続き実施する他、現行システムの



3 

 

有効活用等により、事務の簡素化を図ることも含め、平成20年度に定員を318人合理化する。 

 

国税局におけるアウトソーシング

等の推進 

引き続き税務相談事務のアウトソーシングを推進する。また、既に効率化の対象となっている業務についても、より

一層のアルバイトの活用を図るなど、更なる業務の効率化・合理化を推進する。 

これらにより、平成20年度に定員を354人合理化する。 

21年度以降も引き続き、業務実施体制の効率化・合理化を図る。 

 

酒類業務の効率化に伴う合理化 税務署の行う酒類免許関係事務について、納税者の利便性を勘案しつつ、酒類指導官を設置している税務署に事務を

集中化することにより、酒類業務の効率化・合理化を推進する。 

これにより、平成20年度に定員を17人合理化する。 

 

その他国税局における業務の簡素

化・見直しによる効率化・合理化

（☆） 

以上の取組に加え、熊本国税局総務部税務相談室の合理化を図るとともに、その他事務運営の見直し等（資料解明事

務の資料センター移管や集中電話催告センターの効果的な活用等）により業務の効率化・合理化を図ることにより、平

成18～19年度に2,063人、20年度に1,013人合理化することを含め、22年度末までに定員を4,098人以上合理化する。 

 

業務・システムの 適化に基づく

業務の効率化・合理化（☆） 

事務の見直し、アウトソーシング等を実施することにより内部管理業務を見直す。 

「財務省ネットワーク（共通システム） 適化計画」に基づき、財務省ネットワークの効率化・合理化、運用管理業

務の見直しを実施する。 

「税関業務（輸出入及び港湾・空港手続関係業務）の業務・システム 適化計画」（「統計調査等業務」、「外郵輸

入事務電算処理システム」を含む。）に基づき、順次システムを更改し、審査・検査事務の効率化等を推進する。 

「財政融資資金関連業務の業務・システム 適化計画」に基づき、事務手続の電子化・自動化の対象範囲の拡大によ

る業務の効率化を推進するとともに、業務の流れの改善及び効率化の実現を図る。 

「共同利用電算機の業務・システム 適化計画」に基づき、新・共同利用電算機システム（数値解析、税収見積り、

業務税額表作成の３業務）を再構築する。 

「金融検査及び監督並びに証券取引等監視等業務に関する業務・システム 適化計画」に基づき、金融庁業務支援統

合システム（仮称）の構築等を行う。 

「有価証券報告書等に関する業務の業務・システム 適化計画」に基づき、①ＸＢＲＬ（eXtensible Business 

Reporting Language：財務情報を効率的に利用可能なコンピュータ言語）導入による高度な情報再利用の実現、②業務

改善、システム機能改善・強化に伴う利便性の向上、③システム運用効率の向上、④セキュリティの強化を実施する。 

「国税関係業務の業務・システム 適化計画」に基づき税務相談の電話相談センターへの集中化や、税務署において

賦課事務と徴収事務の各々の部門で所掌し処理している内部事務の一元化等の施策を実施する。 

これらの取組により、18～19年度に428人、20年度に372人合理化することを含め、22年度末までに1,320人合理化す
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る見込みである。 

以上のほか、府省共通業務・システム及び一部関係府省業務・システムについては、各 適化計画の進捗状況を踏ま

えつつ、各計画の担当府省と調整を行い、府省共通業務・システムの導入による業務の効率化・合理化を実施する。 

 

統計調査業務の民間開放の推進に

よる効率化・合理化 

法人企業統計調査では、従来から、協力依頼文書、調査票の封入封緘・発送業務、統計システムの運用業務等を民間

委託しているが、今後は、回収率の維持向上等を前提として、調査票提出の督促及び協力依頼にかかる苦情要望受付業

務を民間委託の対象とする方向で検討する。 

また、民間給与実態統計調査については、平成20年度に行う包括的な民間委託の検討を踏まえ、21年度から民間競争

入札の対象とする方向で検討する。 

 

施設管理・運営業務の市場化テス

トの実施による効率化等 

 財務本省研修所、税関研修所、税務大学校の施設の管理・運営業務については、「公共サービス改革基本方針」に基

づき民間競争入札の対象とし、平成21年４月から原則３年以上の複数年契約によって実施することにより、施設の管

理・運営業務の効率化等を図る。 

 

特別会計改革による事務・事業の

効率化・合理化 

 産業投資特別会計は、平成19年度末をもって廃止し、産業投資勘定については財政融資資金特別会計に移管する。ま

た、社会資本整備勘定については、その一切の権利義務を一般会計に帰属させるとともに、業務全般の見直しを行うこ

とにより、20年度に定員を１人合理化する。 

 

研修・研究施設の組織・運営の効

率化・合理化 

税務大学校については、内部管理業務の見直し等によって事務の合理化を図ることにより、20年度に定員を１人合理

化する。 

 

（注）事項名に（☆）がある事項における平成20年度の合理化数は他の事項との重複がある。 

 


